
学  生  心  得 

届出・願出について 
  １．学生は、入学後すみやかに誓約書を学院長に提出しなければならない。（学則第１２条） 

  ２．学則第９条から第１８条までの規定に基づく各届出は、学則施行細則（以下「細則」という）に定める各様式に

より学院長に提出しなければならない。 

 

学生証について 
１． 学生は、学院長の発行する学生証を常に携帯しなければならない。 

２． 学生証を破損または紛失したときは、すみやかに学院長に申し出て再交付を受けなければならない。 

３． 学生証は、卒業・転学・退学及び有効期間の経過によりその効力を失ったときは、すみやかに返納しなければな

らない。 

  ４．学生証は、他人に貸与または譲渡することはできない。 

 

各種証明書の発行について 
１． 各種証明書が必要なときは、証明書申込書に記入し申し出ること。様式は、P.47参照 

２． 学生運賃割引証は学生一人当たり年間８枚を限度として交付する。ただし未使用分の学生運賃割引証の翌年度繰

越は行わない。 

３． 学生運賃割引証は、他人に貸与または譲渡することはできない。 

４． 学生運賃割引証発行を受けた者が、都合により使用しなかった場合は、速やかに学院に返納しなければならない。 

 

健康管理について 
１． 本学院健康管理規程に基づき、学生は毎年学院で実施する健康診断を受けなければならない。 

２． 疾病または正当な理由により前条の健康診断を受けることの出来ない者は、学院長に届け出なければならない。 

３． 前条により診断を延期していた者は、その事由が消滅した場合は学院長に届け出て、健康診断を受けなければな

らない。 

 

スクールカウンセラーについて 
１．月に２回程度、不定期で２階ミーティング室１にて開催（原則１６：００～１８：００） 

２．相談希望者は、実施時間内に直接相談するか、事前に教員に予約したい旨を申し出る。 

 

クラスの運営について 
１． 学院生活を円滑に行うため次の委員をおくものとする。 

（１）ルーム長、副ルーム長  各１名 … クラス全体の運営・出欠席の報告・教務との連絡 

      （２）会     計                ２名 … クラスに関する諸経費の支出及び報告 

      （３）図     書                ４名 … 図書貸出、図書整理など 

      （４）保     健                ２名 … クラスの健康状態、健康診断の準備など 

      （５）美化委員                ２名 … 掃除の点検 

      （６）書     記                ２名 … クラス運営に関する記録 

      （７）秘 書 係                ２名 … 講義準備（資料配布） 

２． 次の任務を行うため、各クラスに係（日番）をおく。 

（１） 任務 …… 授業日誌の記録 

（２） 教室内の整理整頓（特に教卓、黒板、手拭きの準備、花の水） 

３． 次の要領に従い清掃を行わなければならない。 

（１）毎日行う場所 …… 教室、学生更衣室、学生トイレ２階･３階、自販機コーナーと給湯室 

（２）１週間に１回及び          保健室、実習教室、看護実習室、母性小児看護実習室、在宅看護実習室、 

使用の都度行う場所 ……  自治会室、準備室１･２、ミーティングルーム１･２･３、洗濯室、リネン庫 

（３）使用の都度行う。 …… 体育館 

（４）大掃除は年に３回行う。（長期休暇前）上記他、準備室３･４･５、体育館 

－ ２９－ 
[34]



 

  ４．学生の校具、教材及び図書の利用は次のとおりとする。 

（１） 学生が学院備付けの図書を利用する場合、別に定める図書管理規程を守らなければならない。 

（２） 教材使用の際は、使用簿に記入し許可を得ること。 

（３） 物品は大切に取り扱い、破損の場合は教務に申し出、場合によっては各自実費を負担するこ 

       ともある。 

（４） 学生は、学院掲示板に掲示された公示及び各学級への連絡事項を必ず見なければならない。 

 

服装及び接遇について 
１． 服装は清潔質素を旨とし、学生としての品位を保つことに留意しなければならない。 

（１） 学院内での服装は華美にならないよう各自気をつけること。 

院外実習及び施設見学時の服装は、都度説明する。 

（２） 実習衣着用の際は、一切の装飾品を禁止し、爪は短く切りマニュキアもしないこと。髪の色は自然な色と

する。（日本ヘアカラー協会髪色礼節を保つこと。レベルトーン４～７）また、看護援助に支障がないよ

う長い髪はひとつにまとめる。 

（３） 私服で病室へ行かない。 

（４） 実習衣のまま外出や登下校をしないこと。 

（５） 上履きはスリッパ、サンダルを使用しないこと。また、靴底は白とする。 

（６） 病院内では特に静粛を保つようにする。 

（７） 言葉は明瞭、快活で礼節を保つこと。 

（８） 他者への挨拶をしっかり行うこと。 

（９）体育時の服装は運動着を着用し、運動靴を用いる。 

 

アルバイトについて 
１． 本学院はアルバイトを積極的に奨励していないが、成績の低下や生活面の乱れが生じないように、時間、条件、

職種等について十分注意する。 

２． 時間は夜２２時まで帰宅可能であることが望ましい。 

３． アルバイトを行う学生は、未取得単位がなく学業の成績が優秀であること。  

 

掲示物、校舎使用について 
１．学生が学院の施設内において諸行事を行う場合は、本学院校舎の管理に関する規則、規程等に従わなければなら

ない。 

２．学生が放課後又は休業日等に校舎又は備え付けの物品を使用する場合は、あらかじめ、学院長の承認を受けなけ

ればならない。 

３．学生が学院内において、ビラ、ポスター、パンフレット、新聞その他印刷物を掲示し、または配布しようとする

ときは、あらかじめ学院長の承認を受けなければならない。ただし、掲示する場合は学院長の定めた掲示場所以外

を使用してはならない。 

 

その他 
  １．学生が集団で福祉活動及び社会活動をしようとするときは、学院長の承認を受けなければならない。 

  ２．学生個人への電話連絡は、講義中・実習中は原則として呼び出しをしない。 

  ３．教育及び学校生活にかかわる疑義や意見がある場合は、学務課長に意見を述べるか意見箱に意見を投函すること

ができる。学務課長は毎月第1月曜日と第3月曜日に意見を集約し、業務基準により運営会議に提出し、検討する。 

  

 

 

 

 

－ ３０ － 
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看護職員養成修学資金及び奨学金のあらまし 
 

 

 

 

 

 

 

 

－ ３１ － 

 北海道 
市立釧路 

総合病院 

北海道 

看護協会 
釧路市 日本学生支援機構 

貸付目的 

将来道内にお

いて看護業務

に従事しよう

とする者 

市の開設する

医療機関に直

接従事しよう

とする者 

北海道内にお

いて看護活動

にたずさわる

ため看護教育

を受ける者 

釧路市民の子

で、大学、専修

学校に進学を

予定している

者 

勉学に励む意欲があり、それにふさわ

しい能力を持った者 

貸付金額 

（月額） 
３６，０００円 ３０，０００円 ３０，０００円 ３０，０００円 

第一種奨学金 

・自宅  

45,000円 

・自宅外 

51,000円 

第二種奨学金 

20,000 

～120,000円 

の範囲内で選択 

貸付期間 在学期間 在学期間 在学期間 在学期間 在学期間 

返還の免除 

養成施設を卒

業した日から

１年以内に、道

内の特定施設

等において看

護業務に従事

した場合にお

いて、引き続き

貸付期間の１．

５倍の年 数

（小数点以下

切上げ）従事す

ること 

 貸付を受けた

期間勤務した

時 

な し な し な    し 

申請書類 

 

１．申請書 

２．誓約書 

３．身上申告書 

４．住民票 

５．口座振替申

出書 

 

１．申請書 

２．貸与契約証

書 

３．交付請求書 

４．戸籍謄本 

５．健康診断書 

６．成績証明書 

７．在学証明書 

８．口座振込依

頼書 

 

１．申請書 

２．身上申告書 

３．返済計画書 

４．在学証明書 

５．保証人の収

入を証明する

書類 

 

１．提出書類チ

ェックリスト 

２．奨学生願書 

３．家庭状況書 

４．推薦に関す

る書類 

５．成績証明書 

６．入学志願校

を証明するも

の 

 

１．学校長の推薦書 

２．所得証明書 

３．確認書 

４．保証人の印鑑証明書 

備考 

人数に制限が

あるため、貸付

を受けられな

い場合があり

ます。 

 人数に制限が

あるため、貸付

を受けられな

い場合があり

ます。 

人数に制限が

あるため、貸付

を受けられな

い場合があり

ます。 

・無利子 ・有利子 
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●日本学生支援機構の給付奨学金 

 給付奨学金については、基本返還の必要はないが、学業成績等の内容によっては、返還義務が生じる場

合もある。 

支援対象者の要件（個人要件）等＜所得に関する要件と目安年収＞ 

 以下の算式により算出された額について、学生等及びその生計維持者の合計額が以下の基準額に該当す

ること 

【算式】市町村民税の所得割の課税標準額×６％－（調整控除の額＋税額調整額） 

【基準額】  第Ⅰ区分（標準額の支援） 100円未満 

第Ⅱ区分（標準額の2/3支援） 100円以上～25,600円未満 

第Ⅲ区分（標準額の1/3支援）25,600円以上～51,300円未満 

第Ⅳ区分（標準額の1/４支援）51,300円以上～154,500円未満 

 

支援額（イメージ） 

全額支援 

    

2/3支援 

1/3支援 
1/4支援 

全額支援 

    

2/3支援 

1/3支援 

年収目安  約270万円    約300万円      約380万円     約600万円  所得制限無し 

（両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合の目安。基準を満たす世帯年収は家族構成により異なる） 

 

 

【給付型奨学金】 

【授業料等減免】 

全額支援 

(多子世帯) 
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入学前の既修得単位の認定について 

 

  釧路市立高等看護学院学則施行細則第１６条２項の規程に基づいて、既修得単位の認定を希望する 

者は、次の書類を所定の期日までに学院長に提出しなければならない。 

 

 

記 

 

（１） 既修得単位認定申請書（第１０号様式）（P.45参照） 

（２） 卒業証明書又は退学証明書 

（３） 成績及び単位修得証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ ３４ － 
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健 康 管 理 規 程 
        

第１章 総  則 

 

第１条 この規定は釧路市立高等看護学院学則（2005(平成 17)年釧路市規則第 168号）の規定に基づき健康

管理に関し必要な事項を定め、学生の健康保持をはかることを目的とする。 

 

第２条 健康管理には、健康管理医及び学院長の定める専任教員がこれにあたる。 

 

第３条 健康診断は次の２種とする。 

  (１) 定期健康診断 

  (２) 臨時健康診断 

 

第４条 健康管理のために学生の健康手帳を作成し在学中の健康状態を記録するものとする。 

２ 毎月１回体重測定等を実施し、健康手帳に記録する。 

 

第２章 定期健康診断 

 

第５条 定期健康診断は年２回（春・秋）学生全員に実施する。検査項目は次のとおりとする。 

  (１) 胸部Ｘ線撮影（年１回とする） 

  (２) 検尿（蛋白、糖）（年１回とする） 

  (３) 一般計測（身長、体重、視力） 

  (４) 血圧測定 

(５) 内科的診断（年１回とする） 

(６) 検血（年１回とする） 

２ 入学時の定期健康診断には次の検査項目を加えるものとする。 

(１) 生化学検査 

(２) ＨＢｓ抗原・抗体、ＨＣＶ抗体 

(３) 血清梅毒反応検査 

(４) 色盲検査 

(５) 結核感染検査（T-SPOT） 

(６) 感染症抗体検査（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎） 

第６条 定期健康診断を実施したときはその結果を健康手帳に記録する。 

 

第３章 臨時健康診断 

 

第７条 臨時健康診断は感染予防の目的をもって学生全員又は一部の者に対して、必要に応じて実施する。 

 

第４章 指 示 

 

第８条  定期健康診断及び臨時健康診断の結果に基づき健康管理者は、次の指示を行うものとする。 

  (１) 要療養及び休業 

  (２) 要軽業（体育の禁止等） 

  (３) 要注意 

 

第９条  要軽業、要注意者は毎月血沈検査、その他必要な検査をし、診断を受ける。 
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－ ３５ － 

 

 

第５章 一  般  診  療 

 

第 10条  学生は健康に異常のあるときは、すみやかに各学年保健委員又は健康管理者に届出るものとする。 

 

２ 各学年保健委員は届出を受けたときは、ただちに健康管理者に報告する。 

３ 健康管理者は健康管理医と協議のうえ適切な処置を行うものとする。 

第 11条 学生が診療を希望するときは、自己の所有する健康保険証もしくはこれに代わるものをもって、受 

診する。 

 

第 12条  前条の診療の結果、健康管理者は必要な指示を行う。 

２ 第８条及び第９条の規定は前項の場合に準用する。 

 

第 13条  学生は学院団体加入による傷害保険に一括加入をし万一の傷害の場合には規定の補償を受けるこ 

とができる。 

 

 

附 則 

この規程は昭和 60年 4月 1日から適用する。 

附 則 

この規程は平成 16年 4月 1日から施行する。 

  附 則 

この規程は平成 17年 10月 11日から施行する。 

  附 則 

この規程は平成 19年 4月 1日から施行する。 

  附 則 

この規程は平成 21年 4月 1日から施行する。 
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釧路市立高等看護学院図書管理規程 
 

      （目  的） 

第１条 この規程は釧路市立高等看護学院（以下「学院」という。）の所蔵する図書資料の利用に関し必

要な事項を定めるものとする。 

      （開室及び休室） 

第２条 図書室は次のとおり開室及び休室する。 

１． 平日は８時から１８時迄開室する。 

２． 土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始は休室する。 

３． 曝書、蔵書の点検、その他必要ある場合は予め公示して休室することがある。 

      （利用者） 

第３条 図書資料を利用することができる者は次のとおりとする。 

１． 本学院教職員 

２． 本学院学生 

３． 本学院卒業生 

４． 上記以外で学院長の許可を得た者 

      （閲  覧） 

第４条 閲覧しようとする者は閲覧規程を守らなければならない。閲覧規程は別に定める。 

      （貸  出） 

第５条 図書は必要に応じて、その一部を職員室・各室・その他学院長の認める場所に貸出し別置するこ 

とができる。 

      （返  納） 

第６条 学院長は曝書・その他必要があるときは、貸出期間内にあっても閲覧図書の返納を命じることが

できる。返納命令があったときは滞出者は直ちに図書を返納しなければならない。 

      （資料の紛失・損傷） 

第７条 図書室資料を紛失又は甚だしく損傷したものは同一資料又は、それに相当する金額を弁償しなく 

てはならない。 

附  則 

          この規程は昭和 60年 4月 1日から適用する。 

附  則 

          この規程は平成 17年 8月 1日から施行する。 

 

 

 

閲  覧  規  程 
 

１．貸出期間      専  門  図  書      ７日間 

                  一般教養図書           １４日間 

                  但し、春季・夏季・冬季休暇中はその期間とする。 

２．図書利用の際は、必ず貸出カードに記録し、１枚は図書委員へ提出の事 

３．貸出期限を守らない場合は、貸出を禁止する場合もある。 

４．図書内容を切り取ったり、又アンダーライン等を引くことを禁ずる。 

５．図書を紛失したり、破損した場合は直ちに申し出ること。 

６．雑誌、辞書は閲覧のみとし、室外貸出はしないのが原則であるが雑誌のみ１日貸出する。 

   （必ず図書管理の教員に直接申し出ること） 

７．貸出は一人３冊以内とする。 

    但し、春季・夏季・冬季休暇中は、専門図書３冊、一般教養図書２冊の計５冊以内とする。 
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車両通学規則 
   

釧路市立高等看護学院の学生の通学に当たっては、徒歩または自転車、公共の交通機関の利用が望まし

いが、車両を使用する場合には、以下の事柄を守り安全の確保に十分注意して通学をすること。 

 

１ 車両通学を希望する学生は、あらかじめ所定の車両による車両通学許可願（P46参照）を学院に提出

し学院長の許可を受けること。許可日の翌日より車両通学を認める。許可書は、失効するまで保管す

ること。 

２ 車両通学の申請許可期間は、卒業年度の 3月 31日までとする。 

３ 車両通学許可願を提出する際には、次にあげるものを提出すること。 

（１） 運転免許証の写し 

（２） 車検証（自動車）の写し 

（３） 自賠責保険証明書の写し 

（４） 任意保険証券の写し 

（５） 駐車場の契約書の写し 

（６） 駐車場から学院までの通学経路図 

４ 許可のある駐車場以外（市立釧路総合病院、春採公園、鶴ケ岱公園など）には、いかなるときにも駐

車しないこと。 

５ 道路交通法の規則を遵守し安全に留意して通学すること。 

６ 車両通学をする場合には、原則他の本学院生を同乗させてはならない。 

７ 道路交通法違反や車両通学規則の違反をした学生、車両通学の届け出の内容と異なる事実が明らか

になった学生に対しては、車両通学許可を一時停止するか、または、許可を取り消すこともある。 

８ 車両通学規則に違反した学生は、学則第 20条に基づき懲戒処分の対象とする。許可なく車両通学し

た場合も同様である。 

９ 看護学生であることを常に念頭に置き、看護師国家試験受験の妨げになるような行為はしないこと。

（刑罰以上の罰を受けたものに関しては看護師国家試験申請時の書類に明記される部分がある。） 

10 車両通学を中止し、ほかの通学方法に変更する場合や届け出内容に変更があった場合には、速やかに

報告をすること。 

11 車両通学にかかわるすべての責任は学生本人、並びに保証人（親権者）が追うものとし、本学院では

事故・破損・盗難などを含めた一切の責任を負わないものとする。（Willは適応外） 

 

 

◎注意事項 

 特に実習中は疲労の蓄積がみられます。自分の体調なども考慮し、安全運転に心がけてください。 

                                    

R8年度 4月より変更 

 
－ ３８ －                                         
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